
 三木市公告第２号 

 
 旧星陽中学校利活用事業者をプロポーザル方式により選定を行うので、次の

とおり公告する。 

 
   令和８年３月１２日 

 
三木市長  仲 田 一 彦 

 
１ 公募の概要 
（１） 物件の名称 

旧星陽中学校 
 （２）物件の所在地 
    三木市細川町豊地２１５番地 
（３）契約の種類 
   賃貸借契約 
（４）貸付範囲 

学校敷地内の土地及び建物等（校舎及び体育館、プール、グラウンド、

倉庫等）とし、一括貸与とする。 
また、一括貸与した施設の一部の転貸（転貸を前提とした複数事業者

が一体となった提案など）も可能とする。 
（５）最低貸付料 

６６５，０００円／月（別途消費税及び地方消費税） 
（６）貸付期間 

貸付開始日から１０年間とする。 
ただし、期間満了の際、当事者協議の上、引き続き更新又は土地建物

等（時価）を買い取れるものとし、以後も同様とする。 
 （７）利活用にかかる費用負担 
    維持管理費（光熱水費、点検費等）、改修費（大規模修繕も含む）など

すべて事業者の負担とし、市は費用を負担しない。 
 （８）避難所及び地域利用の取扱い 
    旧星陽中学校は現在、校舎及び体育館が指定避難所に指定されている。

避難所の継続については必ず維持すべきものではないが、提案の中で避

難所としての利用が可能な範囲を記載すること。 
また、地域利用についての提案がある場合についても、利用可能な範

囲を記載すること（任意）。ただし、市は地域利用に係る施設管理及び利



用者との調整や費用負担はしない。 

 
２ 実施形式及び協定の締結 

本プロポーザルは、公募型で実施する。また、基本協定の締結は、審査によ

り優先交渉権者に選定された者と詳細の協議を行い、協議成立後に協定を締

結する。 

 
３ 参加資格 

参加資格要件は次のとおり。 
（１）優先交渉権者を決定する日までに、三木市建設工事等請負業者指名停 

止措置要領及び三木市建設工事等暴力団排除措置要綱の規定による指

名停止措置または指名除外措置を受けていない者。 
（２）三木市暴力団排除条例（平成 24 年三木市条例第 1 号）第２条第１号で

規定する暴力団、同条例第２条第２号で規定する暴力団員、同条例第２

条第３号で規定する暴力団密接関係者でないこと。 
（３）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 
（４）本募集要項の募集開始の日現在において、国税、都道府県税及び市区町

村税を滞納していない者。 
（５）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のほ

か、次の事項に該当しない者。 
① 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、

又は優先交渉権者を決定する前６か月以内に手形、小切手を不渡り

にした者。 
② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法

に基づく裁判所からの更生手続終結の決定がされていない者。 
③ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法

に基づく裁判所からの再生手続終結の決定がされていない者。 
（６）応募者は、事業者として土地・建物の賃貸借を行う者で、提案施設の事

業期間中に継続した運営ができる十分な経営能力と優れた企画力を有

する法人（以下、「応募法人」という。）若しくは複数の法人で構成され

るグループ（以下、「応募グループ」という。）又は本事業の実施にあた

り法人格を取得する予定の団体であること。 
（７）応募グループで申し込む場合には、代表となる法人を定めること。 
（８）一つの法人が複数の応募をすることはできない。応募グループの場合 

も一法人とみなし、一つの提案を行うものとする。 
（９）応募法人及び応募グループの構成員又は協力企業は、本事業に係る他 



の応募グループの構成員又は協力企業になることはできない。 

 
４ 公募日程 
（１） プロポーザル公告           令和８年３月１２日 
（２） 募集要項の公表            令和８年４月 １日 
（３） 質問書の受付期限           令和８年６月１６日 
（４） 質問書に対する回答予定日       令和８年６月２３日 
（５） 参加申込               令和８年６月３０日 
（６） プレゼンテーション実施予定日     令和８年７月中旬 
（７） 審査結果通知             令和８年８月上旬 

 
５ 担当部署及び実施要項 
（１） 担当部署及び問い合わせ先 

総合政策部企画政策課企画政策係 
電 話 ０７９４－８９－２３１４ 
ＦＡＸ ０７９４－８２－９７５５ 
メール kikakuseisaku@city.miki.lg.jp 

（２） 募集要項等の配布 
  ア 配布期間 
    令和８年４月１日から令和８年６月３０日まで 
    （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前８時 30 分から午後５時まで） 
  イ 配布場所 
    上記（１）の担当部署で配布するほか、三木市ホームページからダウ

ンロード可能 


